
所得段階 対象者 保険料(年額) 前年度比較

第１段階

生活保護受給者

17,784円 +864円

住民税

非課税世帯

老齢福祉年金受給者

①と②の合計が80万円以下の人

第２段階 ①と②の合計が80万円超120万円以下の人 30,264円 +2,064円

第３段階 ①と②の合計が120万円超の人 42,744円 +3,264円

第４段階 住民税

課税世帯で

本人非課税

①と②の合計が80万円以下の人 56,160円 +5,400円

第５段階
(基準段階)

①と②の合計が80万円超の人 62,400円 +6,000円

第６段階

住民税

本人課税

①が120万円未満の人 74,880円 +7,200円

第７段階 ①が120万円以上210万円未満の人 81,120円 +7,800円

第８段階 ①が210万円以上320万円未満の人 93,600円 +9,000円

第９段階 ①が320万円以上420万円未満の人 106,080円 +10,200円

第10段階 ①が420万円以上520万円未満の人 118,560円 +11,400円

第11段階 ①が520万円以上620万円未満の人 131,040円 +18,240円

第12段階
(前11段階)

①が620万円以上720万円未満の人 143,520円 +30,720円

第13段階
(前12段階)

①が720万円以上820万円未満の人 149,760円 +31,320円

第14段階
(前12段階)

①が820万円以上1,000万円未満の人 156,000円 +37,560円

第15段階
(前13段階)

①が1,000万円以上1,200万円未満の人 162,240円 +38,160円

第16段階
(前13段階)

①が1,200万円以上1,500万円未満の人 168,480円 +44,400円

第17段階
(前13段階)

①が1,500万円以上の人 174,720円 +50,640円

①合計所得金額　②課税年金収入額

● 国の介護保険制度の見直しに合わせ、所得段階を

13段階から17段階に細分化、高所得者の上限を

1,000万円から1,500万円以上に見直すことで、

保険料が極端に上昇しないよう調整しました。

● 第1～ 3段階において、低所得者負担軽減策によ

り保険料率を本来の料率から引き下げました。

それぞれ個別の保険料・保険税の詳細は、6月中

旬に郵送する通知書をご確認ください。

※後期高齢者医療保険料は7月中旬に郵送します。

前回の見直し時と比較すると、3年
間の介護サービスの利用に係る介護
給付費などの総額が約9億円増額し
ています。
町では、その上昇分に対して介護給
付費準備基金を投入することで保険
料の増額を抑えています。

介護事業費や医療費の増加に伴い、令和6年度から

次のとおり保険料・保険税率などを変更します。

それぞれの保険制度は、皆さんが納付した保険料(税)

で成り立っていますのでご理解ご協力をお願いします。

変更点(3年に1度見直し)

問 高齢介護課介護保険班(☎71-5348)

令和６年度から

保険料・保険税率などが変わります

介護保険料 ID検索 248
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福祉のことで、どこへ相談したらよいかわからないとき、まずはこちらにご相談を！

福祉の ことわらない相談窓口（役場１階）☎0463-75-9542



国民健康保険の仕組み
国民健康保険は、県と市町村が共同で運営して
います。県が支払う県内全市町村の医療費から、
国からの交付金などを差し引いた分を各市町村が
保険税として皆さんから徴収しています。

後期高齢者医療保険料の仕組み
後期高齢者医療保険は、県後期高齢者医療広域連合が、

医療費や国・県・市町村負担金、他医療保険からの支援

金などを見込んで保険料率などを改正しています。

現役世代からの支援金などに支えられ維持・運営して

いますが、高齢者負担率（医療費のうち保険料で負担す

る割合）の見直しなどにより保険料率などが引き上げら

れます。

〇保険料率変更などの主な理由
・高齢者負担率の見直し

　令和6 ～ 7年度：12.67%(令和4 ～ 5年度：11.72%)

・一人あたりの医療費（年間）の増加

　令和4年度：891,629円(令和3年度：875,420円)

・出産育児支援金の導入

　 令和6年度から出産育児一時金の費用の一部を後期高齢

者が支援する仕組みを導入

マイナ保険証を使おう！マイナ保険証を使おう！

　受診時にマイナ保険証を利用すると、かかり

つけ医以外の医療機関でも過去の診療データ

を確認できるようになり、より良い医療を受け

ることができるだけでなく医療費も節約

できます。

ぜひご利用ください。

問 福祉保険課国保年金班(☎71-3190)

問 福祉保険課国保年金班(☎71-3190)

● 所得割・均等割額を見直しました。

● 後期支援分の限度額を20,000円引き上げました。

※所得割… 前年中の所得金額に応じて負担していただく金額

均等割… 世帯あたりの国民健康保険加入者の人数に応じて

均等に負担していただく金額

平等割… 国民健康保険に加入する全世帯より平等に負担し

ていただく金額

● 所得割・均等割額が見直されました。

● 限度額が14万円引き上げられました。

変更点

変更点(2年に1度見直し)

保険税率変更などの主な背景

区分 保険税(年額) 前年度比較

①医療分

所得割 6.93% +0.68ポｲﾝﾄ

均等割 25,600円 ±0

平等割 26,200円 ±0

限度額 650,000円 ±0

②後期支援分

所得割 2.65% +0.55ポｲﾝﾄ

均等割 10,900円 +1,500円

平等割 7,800円 ±0

限度額 240,000円 +20,000円

③介護分
(40歳以上
65歳未満)

所得割 2.55% +0.55ポｲﾝﾄ

均等割 17,000円 ±0

限度額 170,000円 ±0

合　計
(①+②+③)

限度額 1,060,000円 +20,000円

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

一人当たりの納付金の推移 （円） 医療の高度化などにより一人当たりの医療費が増加

傾向にある一方で、国民健康保険加入者は75歳到達に

伴う後期高齢者医療への移行などにより年々減少して

いることから、県への納付金総額を被保険者数で割り

返した「一人当たりの納付金」は年々増加しています。

区分 保険税(年額) 前年度比較

所得割
10.08%

(9.43%)※1
+1.30ポｲﾝﾄ

(+0.65ポｲﾝﾄ) 

均等割 45,900円 +2,800円

限度額
800,000円

(730,000円)※2
+140,000円
(+70,000円)

※１　 年金収入211万円相当までの方に対し、令和6年度に限り
適用する所得割

※２　 令和５年度までに後期高齢者になられた方に令和6年度
に限り適用する限度額

ＩＤ
検 索
453

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

ID検索 2358

ID検索 1152
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認知症や介護、福祉のことでお困りの際はお気軽にご連絡ください。

高齢者の相談窓口 地域包括支援センター なのはな（役場１階）
☎0463-71-7085　 nisyakyo-houkatsu@swan.ocn.ne.jp


